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大学共同利用機関法人自然科学研究機構受託研究員等規程 

 

平成１６年４月１日 

自機規程第 ２４ 号 

 

（目的） 

第１条 この規程は，大学共同利用機関法人自然科学研究機構（以下「機構」という。）に

おける受託研究員等の受入れに関し，必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において，「受託研究員等」とは，次の各号に掲げる者をいう。 

一 受託研究員 

現に民間会社等において技術者又は研究者としての職務に従事する者で，学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）第６７条第１項本文で定める大学院に入学することの

できる者又は大学共同利用機関法人自然科学研究機構組織運営通則（平成１６年自機

通則第１号）第２条第１項に規定する大学共同利用機関，第２条の２第１項に規定す

る機構直轄の研究施設及び第５０条第１号に規定する岡崎共通研究施設（以下「機関」

という。）の長（岡崎共通研究施設にあっては，当該共通研究施設に対して密接な連係

及び協力を行う大学共同利用機関の長とする。以下同じ。）が，これらに準ずる学力が

あると認めた者 

二 受託研修員 

次の教員で教授研究能力を向上させるため機構において研究に従事する者 

イ 国立大学法人，大学共同利用機関法人（機構を除く。）及び独立行政法人国立高等

専門学校機構の教員 

ロ 私立学校，専修学校，公立高等専門学校及び公立大学法人の教員 

ハ 独立行政法人教員研修センターが行う教職員派遣研修により機構に派遣される教

員 

三 外国人受託研修員 

独立行政法人国際協力機構法（平成１４年法律第１３６号）による独立行政法人国

際協力機構が，発展途上国から招致する研修員で，学校教育法（昭和２２年法律第２

６号）第５２条で定める大学を卒業した者又は機関の長が，これらに準ずる学力があ

ると認めた者 

四 中国医学研修生 

中国医学研修生受入れ制度実施要項（昭和６２年９月７日文部省学術国際局長決裁）

に基づく中国医学研修生として，財団法人日中医学協会が中国から招致する研修生で，

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５２条で定める大学を卒業した者又は機関
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の長が，これらに準ずる学力があると認めた者 

２ この規程において「委託者」とは，受託研究員等を，機関の長に依頼する者をいう。 

（受入基準） 

第３条 受託研究員等は，研究目的が適切であり，かつ，機構の研究教育に支障が生ずる

おそれがない場合に，受け入れるものとする。 

（申請及び許可） 

第４条 委託者は，受託研究員等の委託の申請をしようとするときは，研究開始の１か月

前までに，所定の受託研究員等申請書に推薦書及び履歴書を添えて，機関の長に提出す

るものとする。 

２ 前項の申請の許可は，前条に規定する基準を満たしていると認められる場合には，各

受入機関の定めるところに従い，機関の長が行う。 

３ 前項の規定により，受託研究員等の受入れを許可したときは，委託者に通知するもの

とする。 

（研究期間） 

第５条 受託研究員等の研究期間は，１年以内とし，その期間は受入れを許可された期間

の属する事業年度の範囲内とする。 

（研究期間の延長） 

第６条 委託者は，研究の必要により研究期間の延長を申請するときは，延長開始の１か

月前までに，所定の期間延長申請書を機関の長に提出するものとする。 

２ 前項の申請に基づき，第３条に規定する基準を満たしていると認められる場合には，

各受入機関の定めるところに従い，機関の長が許可する。 

３ 前項の規定により，研究期間の延長を許可したときは，委託者に通知するものとする。 

（指導職員） 

第７条 機関の長は，受託研究員等に対し，研究の目的及び内容を考慮し，当該機関の研

究教育職員又は年俸制職員（特任専門員を除く。）のうちから，当該受託研究員等を指

導する者（以下「指導職員」という。）を定めるものとする。 

（講義，演習等への参加及び施設の利用） 

第８条 受託研究員等は，指導職員が必要と認めた場合は，当該機関の講義，演習，実験，

実習等に参加することができる。 

２ 受託研究員等は，指導職員の許可を得て，当該機関の施設及び設備を利用することが

できる。 

（研究料等） 

第９条 受託研究員等は，別表１から４に定める額の研究料を支払うものとする。 

２ 前項の研究料は，機構長が別に発行する請求書により支払うものとする。 

３ 機関の長は，委託者が指定する日までに研究料を支払わないときは，受入れの許可を
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取り消すものとする。 

４ 特別の事情により，研究を中止した後，第５条により許可された研究期間の範囲内で，

再度，研究を開始した場合の研究料は，改めて徴収しない。 

５ 既納の研究料は，返還しない。 

（研究の中止） 

第１０条 受託研究員等は，研究を中止等しようとするときは，所定の中止許可願を，委

託者を経て，機関の長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により，機関の長が研究の中止を決定したときは，機構長及び委託者に報

告するものとする。 

（許可の取消し） 

第１１条 機関の長は，次のいずれかに該当する場合は，許可を取り消すことができる。 

一 受託研究員等の研究内容が不適切と認められるとき。 

二 受託研究員等が病気その他事故により研究の実が上がらないと認められるとき。 

三 その他受託研究員等として受け入れることが不適切であると認められるとき。 

２ 前項の規定により，許可を取消したときは，委託者にその旨を通知しなければならな

い。 

（知的財産の取扱い） 

第１２条 受託研究員等が，機構において行った研究活動により生じた知的財産の取扱い

については，機構が定める知的財産ポリシー及び大学共同利用機関法人自然科学研究機

構職務発明等規程（平成１６年自機規程第１２号）による。 

（規則の遵守） 

第１３条 受託研究員等は，機構の服務及び安全管理規程等を遵守しなければならない。 

（補則） 

第１４条 この規程に定めるもののほか，受託研究員等の受入れに関し必要な事項は，別

に定める。 

 

附 則 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２３年７月２１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 
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この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和元年１０月１日から施行する。 

 

別表１ 

第２条第１項第１号に掲げる者 

月額 ４７，２００円 

 

別表２ 

第２条第１項第２号イに掲げる者 

職  名  等 研  究  料 

教授 月額 ２９，３００円 

准教授 月額 １５，７００円 

講師 月額 １１，５００円 

助教又は助手 月額  ７，３００円 

 

別表３ 

第２条第１項第２号ロ又はハに掲げる者 

派 遣 機 関 区     分 研  究  料 

私立学校，専修学校，公立

高等専門学校，公立学校 

実験（臨床を含む）系 月額 ３７，８００円 

非実験系 月額 １８，９００円 

教員研修センター 

実験系 月額 １０，２００円 

非実験系 月額  ５，９００円 

 

別表４ 

第２条第１項第３号及び第４号に掲げる者 

当該実施要項等の定めるところによる。 

 

 


